
津山市立幼稚園通園バス利用変更・中止届出書

令和 年 月 日

津山市教育委員会 殿

（届出者（保護者））

津山市立幼稚園通園バスの利用内容について変更、又は中止したいので、津山市立幼稚園通園バスの利用に関

する要綱第６条の規定により次のとおり届け出ます。

住 所

氏 名

連 絡 先
（携帯） － －

（自宅） － －

（ふりがな）
生 年 月 日 年 月 日

園 児 氏 名

幼 稚 園 名
□津山市立つやま西幼稚園

□津山市立つやま東幼稚園

変更・中止の別
□変更（ 月から利用内容を変更する。）※下表の該当項目のみ記入してください。

□中止（ 月からの利用を中止する。）※下表の記入は不要です。

乗 降 場 所 の 変 更 内 容

変更前 変更後

西 コ ー ス

□一宮公民館 □西苫田公民館

□津山市役所 □城西公民館

□南児童館 □佐良山公民館

□院庄公民館 □田邑公民館

□一宮公民館 □西苫田公民館

□津山市役所 □城西公民館

□南児童館 □佐良山公民館

□院庄公民館 □田邑公民館

東 コ ー ス

□高田公民館 □清泉公民館

□綾部西集会所 □成名公民館

□近長公会堂 □津山東公民館

□河辺公民館 □大崎公民館

□高田公民館 □清泉公民館

□綾部西集会所 □成名公民館

□近長公会堂 □津山東公民館

□河辺公民館 □大崎公民館

変 更 後 の 利 用 期 間 ・ 乗 車 方 法

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

往復 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

片道（行き） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

片道（帰り） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



津山市立幼稚園通園バス利用変更・中止届出書

令和６年４月１日

津山市教育委員会 殿

（届出者（保護者））

津山市立幼稚園通園バスの利用内容について変更、又は中止したいので、津山市立幼稚園通園バスの利用に関

する要綱第６条の規定により次のとおり届け出ます

住 所 津山市山北５２０番地

氏 名 津山 太助

連 絡 先

（携帯）０９０－××××－△△△△

（自宅）０８６８－□□－◇◇◇◇

（ふりがな） つやま いちご

生 年 月 日 令和２年４月２日
園 児 氏 名 津山 いちご

幼 稚 園 名
☑津山市立つやま西幼稚園

□津山市立つやま東幼稚園

変更・中止の別
☑変更（ １０月から利用内容を変更する。）※下表の該当項目のみ記入してください。

□中止（ 月からの利用を中止する。）※下表の記入は不要です。

乗 降 場 所 の 変 更 内 容

変更前 変更後

西 コ ー ス

□一宮公民館 □西苫田公民館

□津山市役所 □城西公民館

□南児童館 ☑佐良山公民館

□院庄公民館 □田邑公民館

□一宮公民館 □西苫田公民館

□津山市役所 □城西公民館

□南児童館 □佐良山公民館

☑院庄公民館 □田邑公民館

東 コ ー ス

□高田公民館 □清泉公民館

□綾部西集会所 □成名公民館

□近長公会堂 □津山東公民館

□河辺公民館 □大崎公民館

□高田公民館 □清泉公民館

□綾部西集会所 □成名公民館

□近長公会堂 □津山東公民館

□河辺公民館 □大崎公民館

変 更 後 の 利 用 期 間 ・ 乗 車 方 法

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

往復 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

片道（行き） □ □ □ □ □ □ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

片道（帰り） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

記入例

送迎時に連絡が取れる方（中止の

場合は、届出内容の確認が取れる

方）の連絡先を記入してください。

乗降場所は１箇所のみ☑をし

てください。原則、その他に

は☑をしないでください。

上記の変更・中止の別で記入さ

れた月の前月以前は☑をしない

でください。（空欄で結構です。）


